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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の収納部に収納された紙葉類を収納部毎に
別の用途に用いることができ、また、後処理において紙
葉類の分類分けを行う必要がないため操作者にとっての
作業負担を軽減することができる紙葉類処理機を提供す
る。
【解決手段】紙葉類処理機（例えば、紙幣処理機１０）
は、上部ユニット１４の搬送部２４から送られた紙葉類
を収納するための複数の収納部（例えば、紙幣収納袋３
４や紙幣収納カセット）を有する下部ユニット１６と、
上部ユニット１４の搬送部２４から下部ユニット１６に
送られる紙葉類を、予め設定された所定の分類条件に基
づいて各収納部に振り分けるよう制御を行う制御部とを
備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の外部から内部に紙葉類を投入するための投入部と、前記筐体の内部から外部に紙
葉類を投出するための投出部と、前記投入部および前記投出部にそれぞれ接続され、前記
筐体の内部で紙葉類を搬送する搬送部と、前記搬送部に設けられ、当該搬送部により搬送
される紙葉類の識別を行う識別部とを有する上部ユニットと、
　前記上部ユニットの前記搬送部から送られた紙葉類を収納するための複数の収納部を有
する下部ユニットと、
　前記上部ユニットの前記搬送部から前記下部ユニットに送られる紙葉類を、予め設定さ
れた所定の分類条件に基づいて各前記収納部に振り分けるよう制御を行う制御部と、
　を備えた、紙葉類処理機。
【請求項２】
　複数の前記収納部のうち少なくとも一つの前記収納部は紙葉類収納袋である、請求項１
記載の紙葉類処理機。
【請求項３】
　複数の前記収納部のうち少なくとも一つの前記収納部は紙葉類収納カセットであり、他
の少なくとも一つの前記収納部は紙葉類収納袋である、請求項１記載の紙葉類処理機。
【請求項４】
　前記所定の分類条件は、紙幣の正券と、紙幣の損券や偽券とに分類分けするような条件
である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の紙葉類処理機。
【請求項５】
　前記所定の分類条件は、補充用の紙幣と、回収されるべき紙幣とに分類分けするような
条件である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の紙葉類処理機。
【請求項６】
　補充用の紙幣は複数の前記収納部のうち紙葉類収納カセットに収納され、回収されるべ
き紙幣は複数の前記収納部のうち紙葉類収納袋に収納されるようになっている、請求項５
記載の紙葉類処理機。
【請求項７】
　前記所定の分類条件は、自店の精算に用いられるべき紙幣と、回収されるべき紙幣とに
分類分けするような条件である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の紙葉類処理機。
【請求項８】
　前記所定の分類条件は、当日分の精算に用いられるべき紙幣と、翌日分の精算に用いら
れるべき紙幣とに分類分けするような条件である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載
の紙葉類処理機。
【請求項９】
　前記所定の分類条件は、入金確定済の紙幣と、締め処理後に入金された紙幣とに分類分
けするような条件である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の紙葉類処理機。
【請求項１０】
　前記所定の分類条件は、所定の金額よりも高額である高額紙幣と、所定の金額以下であ
る低額紙幣とに分類分けするような条件である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の
紙葉類処理機。
【請求項１１】
　所定の金額よりも高額である高額紙幣は複数の前記収納部のうち紙葉類収納袋に収納さ
れ、所定の金額以下である低額紙幣は複数の前記収納部のうち紙葉類収納カセットに収納
されるようになっている、請求項１０記載の紙葉類処理機。
【請求項１２】
　前記所定の分類条件は、紙幣と、紙幣以外の紙葉類とに分類分けするような条件である
、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の紙葉類処理機。
【請求項１３】
　前記所定の分類条件は、自国または自国に係る組織が発行した紙幣と、自国以外の国や
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組織が発行した紙幣とに分類分けするような条件である、請求項１乃至３のいずれか一項
に記載の紙葉類処理機。
【請求項１４】
　前記所定の分類条件は、一回の取引で所定の合計金額に到達するまでの紙幣と、一回の
取引で所定の合計金額に到達した後の紙幣とに分類分けするような条件である、請求項１
乃至３のいずれか一項に記載の紙葉類処理機。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記上部ユニットの前記搬送部から前記下部ユニットに送られる紙葉類
を各前記収納部に振り分ける際に、所定の切替条件が満たされると、前記上部ユニットの
前記搬送部から前記下部ユニットに送られる紙葉類を全て予め指定された特定の前記収納
部に混合状態で収納させるよう制御を行う、請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の紙
葉類処理機。
【請求項１６】
　前記所定の切替条件は、予め指定された特定の金種の紙幣の入金枚数が予め指定された
設定枚数を超えたときであり、
　前記制御部は、所定の切替条件が満たされた後、前記上部ユニットの前記搬送部から前
記下部ユニットに送られる紙葉類を、予め指定された特定の金種の紙幣が収納される前記
収納部以外の予め指定された特定の前記収納部に収納させるよう制御を行う、請求項１５
記載の紙葉類処理機。
【請求項１７】
　前記所定の切替条件は、ある前記収納部がフル状態またはニアフル状態となったときで
あり、
　前記制御部は、所定の切替条件が満たされた後、前記上部ユニットの前記搬送部から前
記下部ユニットに送られる紙葉類を、フル状態またはニアフル状態となった前記収納部以
外の予め指定された特定の前記収納部に収納させるよう制御を行う、請求項１５記載の紙
葉類処理機。
【請求項１８】
　前記制御部は、前記上部ユニットの前記搬送部から前記下部ユニットに送られる紙葉類
を全て予め指定された特定の前記収納部に収納させるよう制御を行っているときに、所定
のタイミングになると、予め指定された特定の前記収納部以外の前記収納部への紙葉類の
収納を可能とするよう制御を行う、請求項１５乃至１７のいずれか一項に記載の紙葉類処
理機。
【請求項１９】
　前記上部ユニットに、前記搬送部から送られた紙葉類を収納するとともに収納されてい
る紙葉類を前記搬送部に繰り出し可能な収納繰出部が設けられている、請求項１乃至１８
のいずれか一項に記載の紙葉類処理機。
【請求項２０】
　前記制御部は、各前記収納部に割り当てられていない種類の紙葉類を前記収納繰出部に
収納するよう制御を行う、請求項１９記載の紙葉類処理機。
【請求項２１】
　前記制御部は、紙葉類の回収指令が与えられると、前記収納繰出部に収納されている紙
葉類を前記搬送部に繰り出して前記投出部に送るよう制御を行う、請求項１９または２０
記載の紙葉類処理機。
【請求項２２】
　前記制御部は、対応する前記収納部がフル状態またはニアフル状態である紙葉類を前記
収納繰出部に収納するよう制御を行う、請求項１９乃至２１のいずれか一項に記載の紙葉
類処理機。
【請求項２３】
　記憶部を更に備え、
　前記制御部は、前記収納繰出部に収納された紙葉類に関する情報を、当該収納繰出部に
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収納される順番に紐付けて前記記憶部に記憶させる、請求項１９乃至２２のいずれか一項
に記載の紙葉類処理機。
【請求項２４】
　前記制御部は、対応する前記収納部がフル状態またはニアフル状態である紙葉類を前記
収納繰出部に収納するとともに、当該収納部のフル状態またはニアフル状態が解除される
と前記収納繰出部から紙葉類を繰り出し、前記記憶部に記憶された情報に基づいて、前記
収納繰出部から繰り出された紙葉類を対応する前記収納部に収納させるよう制御を行う、
請求項２３記載の紙葉類処理機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣等の紙葉類の入金処理等の様々な処理を行う紙葉類処理機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙幣等の紙葉類の入金処理を行う紙葉類処理機において、機体内に取り込まれた紙葉類
をパウチ袋等の収納袋に収納させるようなタイプのものが従来から用いられている。この
ような紙葉類処理機として、例えば特許文献１等に開示されるものが従来から知られてい
る。特許文献１によれば、このような紙葉類処理機は、例えばスーパーマーケット等の店
舗におけるバックヤード領域に設置される現金出納装置の一部（具体的には、紙幣出納装
置）として用いられるようになっており、当該現金出納装置は、フロント領域に設けられ
た現金精算装置へ装填するための釣銭準備金としての貨幣を出金したり、現金精算装置か
ら回収した売上金としての貨幣を入金したりするようになっている。
【０００３】
　特許文献１に開示される紙葉類処理機では、１つの紙葉類処理機に対して１つの収納袋
を装着することができるようになっている。これに対し、１つの紙葉類処理機に対して複
数の収納袋を装着することができるようにした場合には、当該紙葉類処理機の投入部から
筐体内に繰り出された紙葉類は全てある１つの収納袋に混合状態で収納され、この収納袋
が満杯となったときに紙葉類の収納先を別の収納袋に切り替えるような運用が行われるよ
うになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１７４１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、従来の紙葉類処理機にでは、複数の収納袋が装着された場合でも、様
々な種類の紙葉類が各収納袋に混合状態で収納されるようになっていた。しかしながら、
このような紙葉類の収納方法では、収納袋が紙葉類処理機から取り出された後の処理にお
いて当該収納袋から紙葉類を出した後に紙葉類の分類分けを行う必要があり、手間がかか
るという問題があった。また、複数の収納袋に収納された紙葉類を収納袋毎に別の用途に
用いることができず、汎用性に欠けるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、複数の収納部に収納された紙
葉類を収納部毎に別の用途に用いることができ、また、後処理において紙葉類の分類分け
を行う必要がないため操作者にとっての作業負担を軽減することができる紙葉類処理機を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の紙葉類処理機は、筐体の外部から内部に紙葉類を投入するための投入部と、前
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記筐体の内部から外部に紙葉類を投出するための投出部と、前記投入部および前記投出部
にそれぞれ接続され、前記筐体の内部で紙葉類を搬送する搬送部と、前記搬送部に設けら
れ、当該搬送部により搬送される紙葉類の識別を行う識別部とを有する上部ユニットと、
前記上部ユニットの前記搬送部から送られた紙葉類を収納するための複数の収納部を有す
る下部ユニットと、前記上部ユニットの前記搬送部から前記下部ユニットに送られる紙葉
類を、予め設定された所定の分類条件に基づいて各前記収納部に振り分けるよう制御を行
う制御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　このような紙葉類処理機によれば、上部ユニットの搬送部から下部ユニットに送られる
紙葉類を、予め設定された所定の分類条件に基づいて各収納部に振り分けることにより、
複数の収納部に収納された紙葉類を収納部毎に別の用途に用いることができ、また、後処
理において紙葉類の分類分けを行う必要がないため操作者にとっての作業負担を軽減する
ことができる。
【０００９】
　上記の紙葉類処理機においては、複数の前記収納部のうち少なくとも一つの前記収納部
は紙葉類収納袋であってもよい。
【００１０】
　あるいは、複数の前記収納部のうち少なくとも一つの前記収納部は紙葉類収納カセット
であり、他の少なくとも一つの前記収納部は紙葉類収納袋であってもよい。
【００１１】
　上記の紙葉類処理機においては、前記所定の分類条件は、紙幣の正券と、紙幣の損券や
偽券とに分類分けするような条件であってもよい。
【００１２】
　あるいは、前記所定の分類条件は、補充用の紙幣と、回収されるべき紙幣とに分類分け
するような条件であってもよい。
【００１３】
　この場合、補充用の紙幣は複数の前記収納部のうち紙葉類収納カセットに収納され、回
収されるべき紙幣は複数の前記収納部のうち紙葉類収納袋に収納されるようになっていて
もよい。
【００１４】
　あるいは、前記所定の分類条件は、自店の精算に用いられるべき紙幣と、回収されるべ
き紙幣とに分類分けするような条件であってもよい。
【００１５】
　あるいは、前記所定の分類条件は、当日分の精算に用いられるべき紙幣と、翌日分の精
算に用いられるべき紙幣とに分類分けするような条件であってもよい。
【００１６】
　あるいは、前記所定の分類条件は、入金確定済の紙幣と、締め処理後に入金された紙幣
とに分類分けするような条件であってもよい。
【００１７】
　あるいは、前記所定の分類条件は、所定の金額よりも高額である高額紙幣と、所定の金
額以下である低額紙幣とに分類分けするような条件であってもよい。
【００１８】
　この場合、所定の金額よりも高額である高額紙幣は複数の前記収納部のうち紙葉類収納
袋に収納され、所定の金額以下である低額紙幣は複数の前記収納部のうち紙葉類収納カセ
ットに収納されるようになっていてもよい。
【００１９】
　あるいは、前記所定の分類条件は、紙幣と、紙幣以外の紙葉類とに分類分けするような
条件であってもよい。
【００２０】
　あるいは、前記所定の分類条件は、自国または自国に係る組織が発行した紙幣と、自国
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以外の国や組織が発行した紙幣とに分類分けするような条件であってもよい。
【００２１】
　あるいは、前記所定の分類条件は、一回の取引で所定の合計金額に到達するまでの紙幣
と、一回の取引で所定の合計金額に到達した後の紙幣とに分類分けするような条件であっ
てもよい。
【００２２】
　上記の紙葉類処理機においては、前記制御部は、前記上部ユニットの前記搬送部から前
記下部ユニットに送られる紙葉類を各前記収納部に振り分ける際に、所定の切替条件が満
たされると、前記上部ユニットの前記搬送部から前記下部ユニットに送られる紙葉類を全
て予め指定された特定の前記収納部に混合状態で収納させるよう制御を行うようになって
いてもよい。
【００２３】
　この場合、前記所定の切替条件は、予め指定された特定の金種の紙幣の入金枚数が予め
指定された設定枚数を超えたときであり、前記制御部は、所定の切替条件が満たされた後
、前記上部ユニットの前記搬送部から前記下部ユニットに送られる紙葉類を、予め指定さ
れた特定の金種の紙幣が収納される前記収納部以外の予め指定された特定の前記収納部に
収納させるよう制御を行うようになっていてもよい。
【００２４】
　あるいは、前記所定の切替条件は、ある前記収納部がフル状態またはニアフル状態とな
ったときであり、前記制御部は、所定の切替条件が満たされた後、前記上部ユニットの前
記搬送部から前記下部ユニットに送られる紙葉類を、フル状態またはニアフル状態となっ
た前記収納部以外の予め指定された特定の前記収納部に収納させるよう制御を行うように
なっていてもよい。
【００２５】
　また、前記制御部は、前記上部ユニットの前記搬送部から前記下部ユニットに送られる
紙葉類を全て予め指定された特定の前記収納部に収納させるよう制御を行っているときに
、所定のタイミングになると、予め指定された特定の前記収納部以外の前記収納部への紙
葉類の収納を可能とするよう制御を行うようになっていてもよい。
【００２６】
　上記の紙葉類処理機においては、前記上部ユニットに、前記搬送部から送られた紙葉類
を収納するとともに収納されている紙葉類を前記搬送部に繰り出し可能な収納繰出部が設
けられていてもよい。
【００２７】
　この場合、前記制御部は、各前記収納部に割り当てられていない種類の紙葉類を前記収
納繰出部に収納するよう制御を行うようになっていてもよい。
【００２８】
　また、前記制御部は、紙葉類の回収指令が与えられると、前記収納繰出部に収納されて
いる紙葉類を前記搬送部に繰り出して前記投出部に送るよう制御を行うようになっていて
もよい。
【００２９】
　また、前記制御部は、対応する前記収納部がフル状態またはニアフル状態である紙葉類
を前記収納繰出部に収納するよう制御を行うようになっていてもよい。
【００３０】
　また、上記の紙葉類処理機は記憶部を更に備え、前記制御部は、前記収納繰出部に収納
された紙葉類に関する情報を、当該収納繰出部に収納される順番に紐付けて前記記憶部に
記憶させるようになっていてもよい。
【００３１】
　この場合、前記制御部は、対応する前記収納部がフル状態またはニアフル状態である紙
葉類を前記収納繰出部に収納するとともに、当該収納部のフル状態またはニアフル状態が
解除されると前記収納繰出部から紙葉類を繰り出し、前記記憶部に記憶された情報に基づ
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いて、前記収納繰出部から繰り出された紙葉類を対応する前記収納部に収納させるよう制
御を行うようになっていてもよい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の紙葉類処理機によれば、複数の収納部に収納された紙葉類を収納部毎に別の用
途に用いることができ、また、後処理において紙葉類の分類分けを行う必要がないため操
作者にとっての作業負担を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施の形態による紙幣処理機の構成の一例を示す概略構成図である。
【図２】図１に示す紙幣処理機の制御系の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図１に示す紙幣処理機において、下部ユニットに紙幣収納袋および紙幣収納カセ
ットをそれぞれ装着したときの状態を示す概略構成図である。
【図４】図１に示す紙幣処理機の下部ユニットに装着される紙幣収納カセットの構成の一
例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態による紙幣処理機の構成の他の例を示す概略構成図である。
【図６】図５に示す紙幣処理機において、下部ユニットに装着される紙幣収納袋の他の構
成例を示す概略構成図である。
【図７】図５に示す紙幣処理機において、下部ユニットに装着される紙幣収納袋の更に他
の構成例を示す概略構成図である。
【図８】図５に示す紙幣処理機において、下部ユニットに２つの紙幣収納カセットを装着
したときの状態を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図４は、本実施
の形態に係る紙幣処理機を示す図である。このうち、図１は、本実施の形態による紙幣処
理機の構成の一例を示す概略構成図であり、図２は、図１に示す紙幣処理機の制御系の構
成を示す機能ブロック図である。また、図３は、図１に示す紙幣処理機において、下部ユ
ニットに紙幣収納袋および紙幣収納カセットをそれぞれ装着したときの状態を示す概略構
成図であり、図４は、図１に示す紙幣処理機の下部ユニットに装着される紙幣収納カセッ
トの構成の一例を示す図である。
【００３５】
　本実施の形態による紙幣処理機１０は、概してスーパーマーケット等の店舗のフロント
領域やバックヤード領域に配置されるものであり、当該紙幣処理機１０は、紙幣の入金処
理や出金処理、両替処理等の様々な処理を行うことができるようになっている。図１に示
すように、本実施の形態による紙幣処理機１０は略直方体形状の筐体１２を有している。
なお、図１における筐体１２の左側の面が当該筐体１２の前面（すなわち、操作者が対向
する面）となっている。また、筐体１２の内部には、上部ユニット１４および下部ユニッ
ト１６がそれぞれ当該筐体１２の前面から前方（具体的には、図１における左方向）に引
き出し可能となるよう収容されている。なお、下部ユニット１６は筐体１２の前面から前
方に引き出される代わりに、筐体１２の後面から後方（具体的には、図１における右方向
）に引き出し可能となっていてもよい。上部ユニット１４において、筐体１２の前面上部
（図１における左側の面の上部）には、筐体１２の外部から内部に紙幣を投入するための
受入ホッパ等の投入部２０が設けられている。また、上部ユニット１４において、筐体１
２の前面（図１における左側の面）における投入部２０の下方には、筐体１２の内部から
外部に紙幣を投出するための投出部２２が設けられている。
【００３６】
　投入部２０には、操作者により当該投入部２０に積層状態で載置された紙幣を１枚ずつ
筐体１２の内部に繰り出すための紙幣繰出機構２０ａが設けられている。また、上部ユニ
ット１４において、紙幣処理機１０の筐体１２の内部には、当該筐体１２内で紙幣を１枚
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ずつ搬送する搬送部２４が設けられており、紙幣繰出機構２０ａにより投入部２０から繰
り出された紙幣は当該搬送部２４により１枚ずつ搬送されるようになっている。また、搬
送部２４には識別部２６が設けられており、紙幣繰出機構２０ａにより搬送部２４に繰り
出された紙幣は識別部２６によりその金種、真偽、表裏、正損、新旧、搬送状態等が識別
されるようになっている。また、識別部２６は例えばイメージセンサを有しており、当該
イメージセンサにより撮像される紙幣の画像に基づいて当該紙幣の記番号が取得されるよ
うになっている。そして、識別部２６により取得された紙幣の記番号に係る情報は後述す
る記憶部５４に記憶されるようになっている。このようにして、後述するパウチ袋等の紙
幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６、収納繰出部３０等に収納された紙幣に対応する記
番号が記憶部５４に記憶される。
【００３７】
　図１に示すように、搬送部２４には投出部２２が接続されており、搬送部２４から投出
部２２に送られた紙幣は当該投出部２２に集積されるようになっている。また、投出部２
２は筐体１２の外部からアクセス可能となっており、操作者は投出部２２に集積された紙
幣を筐体１２の前面から取り出すことができるようになっている。また、搬送部２４にお
ける投出部２２との接続箇所には羽根車２２ａが設けられており、当該羽根車２２ａは図
１における反時計回りの方向に回転するようになっている。そして、搬送部２４から投出
部２２に紙幣が送られる際に、羽根車２２ａにおける２つの羽根の間に紙幣が挟まれた状
態で当該羽根車２２ａが図１における反時計回りの方向に回転することにより、羽根車２
２ａの２つの羽根の間に挟まれた紙幣は投出部２２に整列された状態で集積されるように
なる。
【００３８】
　また、上部ユニット１４において、搬送部２４にはテープ式の収納繰出部３０が設けら
れており、搬送部２４から収納繰出部３０に送られた紙幣が当該収納繰出部３０に収納さ
れるとともにこの収納繰出部３０に収納されている紙幣を１枚ずつ搬送部２４に繰り出す
ことができるようになっている。より詳細には、収納繰出部３０は正逆両方向に回転可能
なドラム３０ａが設けられており、当該ドラム３０ａの外周面には一対の帯状のテープ３
１の一端が接続されている。そして、搬送部２４から収納繰出部３０に紙幣が送られると
、これらの帯状のテープ３１により当該紙幣は１枚ずつテープ３１ごとドラム３０ａに巻
き取られるようになっている。一方、ドラム３０ａを逆方向に回転させることにより各テ
ープ３１をドラム３０ａから巻き戻すとドラム３０ａに巻き取られている紙幣も各テープ
３１から放出されて搬送部２４に繰り出されるようになる。
【００３９】
　また、下部ユニット１６には、パウチ袋等の紙幣収納袋３４を装着可能な装着部３２が
並列に複数（図１に示す例では２つ）設けられている。各装着部３２にはそれぞれ一対の
保持部材３２ａが互いに対向するよう離間して設けられており、紙幣収納袋３４の開口近
傍における互いに対向する２つの箇所が各保持部材３２ａによりそれぞれ保持されるよう
になっている。ここで、一方の保持部材３２ａはその位置が固定されているのに対し、他
方の保持部材３２ａは一方の保持部材３２ａに向かって移動することができるようになっ
ている。また、これらの保持部材３２ａには加熱部材が設けられている。そして、装着部
３２に装着された紙幣収納袋３４に紙幣が収納された後、他方の保持部材３２ａが一方の
保持部材３２ａに向かって移動してこれらの保持部材３２ａが互いに接合した状態で、加
熱部材によって紙幣収納袋３４の開口近傍の箇所に熱が与えられることにより当該紙幣収
納袋３４の開口はヒートシール（熱密封）されるようになっている。なお、各装着部３２
において、一対の保持部材３２ａのうちある１つの保持部材３２ａが他の保持部材３２ａ
に向かって移動する代わりに、両方の保持部材３２ａがそれぞれ他の保持部材３２ａに向
かって移動してこれらの保持部材３２ａが互いに接合するようになっていてもよい。
【００４０】
　また、図１では図示していないが、各装着部３２において一対の保持部材３２ａの上方
には、搬送部２４から送られた紙幣を一時的に保持するための一時保留部と、一時保留部
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に一時的に保留される紙幣を紙幣収納袋３４の内部に押し込む押し込み板とがそれぞれ設
けられている。具体的には、搬送部２４から各装着部３２に送られた紙幣は一時保留部に
積層状態で集積されるようになっており、一時保留部に積層状態で集積された紙幣を紙幣
収納袋３４に収納させる際には押し込み板が下方に移動することによってこの一時保留部
に集積されている紙幣が下方に押されて紙幣収納袋３４の内部に送られるようになってい
る。また、紙幣収納袋３４に所定枚数の紙幣が収納されると、押し込み板が下方に移動し
て紙幣収納袋３４の内部に進入し、この押し込み板によって紙幣収納袋３４に収納されて
いる紙幣が下方に押し込まれて圧縮されるようになっている。
【００４１】
　また、操作者は、下部ユニット１６を筐体１２の前面から前方（すなわち、図１におけ
る左方向）に引き出すことによって、紙幣が収納された紙幣収納袋３４を装着部３２から
取り外したり空の紙幣収納袋３４を装着部３２に装着させたりすることができるようにな
っている。
【００４２】
　また、上部ユニット１４において、搬送部２４からは各装着部３２に対応して複数（図
１に示す例では２つ）の分岐搬送部２５が分岐しており、搬送部２４から分岐搬送部２５
に分岐させられた紙幣が当該分岐搬送部２５から各装着部３２に装着された紙幣収納袋３
４に送られて当該紙幣収納袋３４に収納されるようになっている。
【００４３】
　なお、本実施の形態の紙幣処理機１０では、下部ユニット１６は金庫に収容されており
、特定の権限を有する者（例えば、下部ユニット１６から紙幣収納袋３４を回収する警送
会社の警備員等）のみが当該金庫の扉を開いて下部ユニット１６を筐体１２の前面から前
方に引き出すことができるようになっている。あるいは、店舗の責任者のみが金庫の扉を
開いて下部ユニット１６を筐体１２の前面から前方に引き出すことができるようになって
いてもよい。
【００４４】
　また、本実施の形態の紙幣処理機１０には、当該紙幣処理機１０の各構成部材の制御を
行う制御部５０が設けられている。より詳細には、図２に示すように、制御部５０には、
投入部２０に設けられた紙幣繰出機構２０ａ、投出部２２に設けられた羽根車２２ａを駆
動するための羽根車駆動部２２ｂ、搬送部２４、分岐搬送部２５、識別部２６、収納繰出
部３０、装着部３２等がそれぞれ通信可能に接続されている。そして、識別部２６による
紙幣の識別結果に係る信号が制御部５０に送られるとともに、制御部５０は紙幣処理機１
０の各構成部材に指令信号を送ることによりこれらの構成部材の動作を制御するようにな
っている。
【００４５】
　また、図２に示すように、制御部５０には操作表示部５２、記憶部５４、印字部５６お
よび通信インターフェース部５８がそれぞれ通信可能に接続されている。図１に示すよう
に、操作表示部５２は例えば筐体１２の上面に設けられたタッチパネル等からなり、紙幣
処理機１０における入金処理や出金処理等の紙幣の処理状況や、各紙幣収納袋３４に収納
されている紙幣の在高等に関する情報が操作表示部５２に表示されるようになっている。
また、操作者は操作表示部５２を操作することにより制御部５０に対して様々な指令を与
えることができるようになっている。また、操作者は操作表示部５２を操作することによ
り後述する所定の分類条件を設定することができるようになっていてもよい。
【００４６】
　記憶部５４には、紙幣処理機１０における入金処理や出金処理等の紙幣の処理履歴や、
各紙幣収納袋３４に収納されている紙幣の在高等に関する情報が記憶されるようになって
いる。また、上述したように、記憶部５４には、パウチ袋等の紙幣収納袋３４や紙幣収納
カセット３６（後述）、収納繰出部３０等に収納された紙幣に対応する記番号が記憶され
るようになっている。また、印字部５６は、紙幣処理機１０における入金処理や出金処理
等の紙幣の処理履歴や、各紙幣収納袋３４に収納されている紙幣の在高等に関する情報を
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レシート等に印字するようになっている。また、制御部５０は通信インターフェース部５
８を介して本実施の形態による紙幣処理機１０とは別に設けられた外部装置（具体的には
、例えば上位端末）に対して信号の送受信を行うことができるようになっている。例えば
、警送会社の警備員等により紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６（後述）が回収され
る際に、制御部５０はこの紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６に関する情報を通信イ
ンターフェース部５８により警送会社に送信するようになっている。
【００４７】
　次に、このような構成からなる紙幣処理機１０の動作について説明する。なお、以下に
示すような紙幣処理機１０の動作は、制御部５０が紙幣処理機１０の各構成部材を制御す
ることにより行われるようになっている。
【００４８】
　まず、紙幣処理機１０において紙幣の入金処理を行う際の動作について説明する。操作
者が投入部２０に紙幣を投入した後、操作表示部５２により入金処理開始の指令を制御部
５０に与えると、投入部２０に投入された紙幣は紙幣繰出機構２０ａにより１枚ずつ筐体
１２内に繰り出され、搬送部２４により１枚ずつ搬送されるようになる。そして、搬送部
２４により搬送される紙幣は識別部２６によりその金種、真偽、表裏、正損、新旧、搬送
状態等が識別される。また、識別部２６のイメージセンサにより紙幣が撮像され、この紙
幣の画像に基づいて当該紙幣の記番号が取得される。識別部２６により取得された紙幣の
記番号に係る情報は記憶部５４に記憶される。識別部２６により正常な紙幣ではないと識
別された紙幣、すなわちリジェクト紙幣は搬送部２４により投出部２２に送られ、当該投
出部２２に集積される。このことにより、操作者は投出部２２に集積されたリジェクト紙
幣を筐体１２の前面から手動で取り出し、投入部２０に再投入等することができるように
なる。
【００４９】
　一方、識別部２６により正常な紙幣であると識別された紙幣は搬送部２４から分岐搬送
部２５に分岐させられ、当該分岐搬送部２５から紙幣収納袋３４に送られるようになる。
ここで、識別部２６により識別された紙幣が２つの紙幣収納袋３４のうちどちらの紙幣収
納袋３４に送られるかについての詳細については後述する。
【００５０】
　また、識別部２６により識別された紙幣が送られるべき紙幣収納袋３４がフル状態また
はニアフル状態となっており、紙幣収納袋３４に紙幣を収納させることができない場合に
は、識別部２６により識別された紙幣は収納繰出部３０に送られ、当該収納繰出部３０に
収納されるようになっている。そして、フル状態またはニアフル状態となっている紙幣収
納袋３４が警送会社の警備員等によって下部ユニット１６の装着部３２から取り外され、
空の紙幣収納袋３４が装着部３２に装着されると、収納繰出部３０から紙幣が１枚ずつ搬
送部２４に繰り出されて当該搬送部２４により紙幣収納袋３４に送られるようになる。
【００５１】
　本実施の形態による紙幣処理機１０では、制御部５０は、上部ユニット１４の搬送部２
４から下部ユニット１６に送られる紙幣を、予め設定された所定の分類条件に基づいて各
紙幣収納袋３４に振り分けるよう搬送部２４の制御を行うようになっている。ここで、所
定の分類条件としては、以下に述べるような様々な条件が挙げられる。これらの様々な条
件の例について以下に説明する。
【００５２】
　所定の分類条件は、紙幣の正券と、紙幣の損券や偽券とに分類分けするような条件であ
ってもよい。具体的には、識別部２６により識別された紙幣が正券である場合には、当該
紙幣は搬送部２４により図１における左側の紙幣収納袋３４に送られ、一方、識別部２６
により識別された紙幣が損券や偽券である場合には、当該紙幣は搬送部２４により図１に
おける右側の紙幣収納袋３４に送られるようになっていてもよい。
【００５３】
　また、所定の分類条件は、補充用の紙幣と、警送会社の警備員等により回収されるべき
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紙幣とに分類分けするような条件であってもよい。ここで、補充用の紙幣とは、本実施の
形態による紙幣処理機１０が設置された店舗内でリサイクルされるべき紙幣のことをいい
、具体的には、当該店舗内に設置された現金自動預け払い機（ＡＴＭ）、銀行窓口用紙幣
入出金機（ＴＣＲ）、レジ釣銭機、後方入出金機等の装置に補充されるべき紙幣のことを
いう。また、所定の分類条件において補充用の紙幣としては概して正券が指定されるよう
になる。本実施の形態では、識別部２６により紙幣が識別されたときに、補充用の紙幣で
あると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４により図１における左側の紙幣収
納袋３４に送られ、一方、識別部２６により紙幣が識別されたときに、警送会社の警備員
等により回収されるべき紙幣であると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４に
より図１における右側の紙幣収納袋３４に送られるようになっていてもよい。また、本実
施の形態では、所定の分類条件として、補充用の紙幣（正券）について特定の金種のみを
指定して補充用の紙幣の設定を行うようになっていてもよい。
【００５４】
　また、所定の分類条件は、自店の店舗の精算に用いられるべき紙幣と、警送会社の警備
員等により回収されるべき紙幣とに分類分けするような条件であってもよい。具体的には
、識別部２６により紙幣が識別されたときに、自店の店舗の精算に用いられるべき紙幣で
あると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４により図１における左側の紙幣収
納袋３４に送られ、一方、識別部２６により紙幣が識別されたときに、警送会社の警備員
等により回収されるべき紙幣であると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４に
より図１における右側の紙幣収納袋３４に送られるようになっていてもよい。
【００５５】
　また、所定の分類条件は、店舗の当日分の精算に用いられるべき紙幣と、店舗の翌日分
の精算に用いられるべき紙幣とに分類分けするような条件であってもよい。具体的には、
識別部２６により紙幣が識別されたときに、店舗の当日分の精算に用いられるべき紙幣で
あると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４により図１における左側の紙幣収
納袋３４に送られ、一方、識別部２６により紙幣が識別されたときに、店舗の翌日分の精
算に用いられるべき紙幣であると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４により
図１における右側の紙幣収納袋３４に送られるようになっていてもよい。
【００５６】
　また、所定の分類条件は、入金確定済（締め済み）の紙幣と、締め処理後に入金された
紙幣との分類分けするような条件であってもよい。ここで、後者の「締め処理後に入金さ
れた紙幣」とは、当日の売上入金が確定した後で、その日のうちに紙幣処理機１０に入金
された売上金としての紙幣のことをいう。本実施の形態では、識別部２６により紙幣が識
別されたときに、入金確定済（締め済み）の紙幣であると制御部５０において判断された
紙幣は搬送部２４により図１における左側の紙幣収納袋３４に送られ、一方、識別部２６
により紙幣が識別されたときに、締め処理後に入金された紙幣であると制御部５０におい
て判断された紙幣は搬送部２４により図１における右側の紙幣収納袋３４に送られるよう
になっていてもよい。
【００５７】
　また、所定の分類条件は、所定の金額よりも高額である高額紙幣と、所定の金額以下で
ある低額紙幣とに分類分けするような条件であってもよい。具体的には、識別部２６によ
り紙幣が識別されたときに、所定の金額よりも高額である高額紙幣であると制御部５０に
おいて判断された紙幣は搬送部２４により図１における左側の紙幣収納袋３４に送られ、
一方、識別部２６により紙幣が識別されたときに、所定の金額以下である低額紙幣である
と制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４により図１における右側の紙幣収納袋
３４に送られるようになっていてもよい。
【００５８】
　また、所定の分類条件は、紙幣と、紙幣以外の所定の紙葉類（例えば、商品券や小切手
等）とに分類分けするような条件であってもよい。具体的には、識別部２６が紙幣以外の
商品券や小切手等の識別も行うことができるようになっている場合には、識別部２６によ
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り紙幣であると識別されたものは搬送部２４により図１における左側の紙幣収納袋３４に
送られ、一方、識別部２６により紙幣以外の所定の紙葉類であると識別されたものは搬送
部２４により図１における右側の紙幣収納袋３４に送られるようになっていてもよい。な
お、識別部２６により紙幣や所定の紙葉類ではないと識別されたものは搬送部２４により
投出部２２に送られ、操作者に返却されるようになる。
【００５９】
　また、所定の分類条件は、自国または自国に係る組織が発行した紙幣（自国券）と、自
国以外の国や組織が発行した紙幣（他国券）とに分類分けするような条件であってもよい
。具体的には、識別部２６により紙幣が識別されたときに、自国または自国に係る組織が
発行した紙幣であると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４により図１におけ
る左側の紙幣収納袋３４に送られ、一方、識別部２６により紙幣が識別されたときに、自
国以外の国や組織が発行した紙幣であると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２
４により図１における右側の紙幣収納袋３４に送られるようになっていてもよい。
【００６０】
　また、所定の分類条件は、一回の取引で所定の合計金額（具体的には、保険金額）に到
達するまでの紙幣と、一回の取引で所定の合計金額に到達した後の紙幣とに分類分けする
ような条件であってもよい。より詳細には、識別部２６により紙幣が識別されたときに、
当該識別部２６により一回の取引で今まで識別された紙幣の合計金額が制御部５０におい
て管理されるようになっており、識別部２６により一回の取引で今まで識別された紙幣の
合計金額が所定の保険金額に満たないような紙幣は搬送部２４により図１における左側の
紙幣収納袋３４に送られ、一方、識別部２６により一回の取引で今まで識別された紙幣の
合計金額が所定の保険金額を超えるような紙幣は搬送部２４により図１における右側の紙
幣収納袋３４に送られるようになっていてもよい。このように紙幣を分類した場合には、
所定の保険金額分の紙幣を図１における左側の紙幣収納袋３４に収納させることができ、
よって所定の保険金額分の紙幣を容易に管理することができるようになる。
【００６１】
　以上のように、本実施の形態による紙幣処理機１０では、様々な分類条件に基づいて、
上部ユニット１４の搬送部２４から下部ユニット１６に送られる紙幣を各紙幣収納袋３４
に振り分けることができるようになる。このことにより、複数の紙幣収納袋３４に収納さ
れた紙幣を紙幣収納袋３４毎に別の用途に用いることができ、また、後処理において紙幣
の分類分けを行う必要がないため操作者にとっての作業負担を軽減することができる。な
お、本実施の形態による紙幣処理機１０では、各紙幣収納袋３４への紙幣の振り分けに関
する分類条件について、操作表示部５２により任意で設定することができるようになって
いる。また、本実施の形態による紙幣処理機１０では、複数（例えば、２つ）の紙幣収納
袋３４のうち何れかの紙幣収納袋３４に収納される紙幣の金額が所定の基準金額（例えば
、保険適用金額や規制金額等）に達したら、制御部５０は上部ユニット１４の搬送部２４
からこの紙幣収納袋３４に紙幣を送ることを禁止し、他の紙幣収納袋３４に紙幣を送るよ
う制御を行う。
【００６２】
　また、紙幣収納袋３４として、大きさが互いに異なるものが下部ユニット１６の装着部
３２に装着可能となっていてもよい。例えば、本実施の形態による紙幣処理機１０から警
送会社の警備員等が紙幣収納袋３４を回収する際に大型車や小型車を用いることがあるが
、大型車に対応するようなサイズが比較的大きい紙幣収納袋３４および小型車に対応する
ようなサイズが比較的小さい紙幣収納袋３４がそれぞれ下部ユニット１６の各装着部３２
に装着可能となっていてもよい。この場合、大型車用の紙幣収納袋３４の基準金額は、小
型車用の紙幣収納袋３４の基準金額よりも大きくなる。このため、操作者は操作表示部５
２により制御部５０に対して各装着部３２に装着される紙幣収納袋３４の基準金額を紙幣
収納袋３４毎に入力することができるようにすることが好ましい。この場合には、紙幣収
納袋３４毎に割り当てられた基準金額に基づいて、制御部５０は上部ユニット１４の搬送
部２４から各紙幣収納袋３４に紙幣を送るようになる。また、大型車や小型車等に関する
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運搬車の情報の代わりに、各店舗からの紙幣収納袋３４の回収ルートに基づいて、各装着
部３２に装着される紙幣収納袋３４のサイズが決められるようになっていてもよい。
【００６３】
　なお、本実施の形態による紙幣処理機１０は、図１に示すように下部ユニット１６に２
つの紙幣収納袋３４が装着されるような構成のものに限定されることはない。本実施の形
態による紙幣処理機１０として、図３に示すように下部ユニット１６に１つの紙幣収納袋
３４および１つの紙幣収納カセット３６が並列に装着されるような構成のものが用いられ
てもよい。図３に示すような紙幣処理機１０において、下部ユニット１６に装着される紙
幣収納カセット３６は、上部ユニット１４の搬送部２４から分岐搬送部２５に分岐させら
れた紙幣が当該分岐搬送部２５から送られるようになっており、この紙幣収納カセット３
６には紙幣が積層状態で収納されるようになっている。より詳細には、紙幣収納カセット
３６の内部には昇降自在となっているステージ３６ｍが設けられており、分岐搬送部２５
から紙幣収納カセット３６に送られた紙幣はステージ３６ｍ上に積層状態で集積されるよ
うになっている。また、紙幣収納カセット３６の上部には紙幣繰出機構３６ａが設けられ
ており、紙幣収納カセット３６に収納された紙幣を当該紙幣繰出機構３６ａにより上部ユ
ニット１４の搬送部２４に１枚ずつ繰り出すことができるようになっている。より詳細に
は、紙幣収納カセット３６から紙幣が繰り出される際には、ステージ３６ｍが上昇するこ
とにより当該ステージ３６ｍ上に集積された複数の紙幣のうち最上層に位置する紙幣が順
次紙幣繰出機構３６ａにより搬送路３６ｂを介して分岐搬送部２５から搬送部２４に送ら
れるようになる。
【００６４】
　また、操作者は下部ユニット１６を筐体１２の前面から前方に引き出すことによって紙
幣が収納された紙幣収納カセット３６を当該下部ユニット１６から取り外したり空の紙幣
収納カセット３６を下部ユニット１６に装着させたりすることができるようになっている
。
【００６５】
　図３に示す紙幣処理機１０でも、図１に示す紙幣処理機１０と同様に、制御部５０は、
上部ユニット１４の搬送部２４から下部ユニット１６に送られる紙幣を、予め設定された
所定の分類条件に基づいて紙幣収納袋３４および紙幣収納カセット３６のうち何れか一方
に振り分けるよう搬送部２４の制御を行うようになっている。ここで、「予め設定された
所定の分類条件」は、上記の図１に示す紙幣処理機１０を説明したときの分類条件と同様
となっている。
【００６６】
　なお、図３に示す紙幣処理機１０では、所定の分類条件が、補充用の紙幣と、警送会社
の警備員等により回収されるべき紙幣とに分類分けするような条件である場合には、補充
用の紙幣であると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４により紙幣収納カセッ
ト３６に収納され、一方、警送会社の警備員等により回収されるべき紙幣であると制御部
５０において判断された紙幣は搬送部２４により紙幣収納袋３４に収納されるようになる
。上述したように、所定の分類条件において補充用の紙幣としては概して正券が指定され
るようになる。補充用の紙幣については、紙幣収納カセット３６に収納することにより、
紙幣処理機１０において紙幣の出金処理を行う際にこの紙幣収納カセット３６から紙幣を
上部ユニット１４の搬送部２４に繰り出して投出部２２に送ることができるようになり、
操作者は投出部２２に集積された紙幣をそのまま店舗内に設置された現金自動預け払い機
等の他の装置に補充することができるようになる。また、本実施の形態では、ある紙幣処
理機１０から取り出された、補充用の紙幣が収納されている紙幣収納カセット３６を別の
紙幣処理機１０に装填することにより、別の紙幣処理機１０において紙幣の補充を行うこ
とができるようになる。また、ある紙幣処理機１０から取り出された、補充用の紙幣が収
納されている紙幣収納カセット３６を、銀行窓口用紙幣入出金機等の他の装置に装着する
ことにより、この紙幣収納カセット３６に収納されている紙幣を他の装置に補充すること
ができるようになる。また、特定の金種のみが指定された補充用の紙幣（正券）が収納さ
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れている紙幣収納カセット３６を、銀行窓口用紙幣入出金機等の他の装置に装着した場合
には、当該紙幣収納カセット３６に収納されている紙幣を他の装置で出金用として利用す
ることができるようになる。また、補充用の紙幣が収納されている紙幣収納カセット３６
を他の装置に装填する場合、この紙幣収納カセット３６に収納されている紙幣の記番号に
関する情報が制御部５０から通信インターフェース部５８により当該他の装置に送信され
るようになっていてもよい。あるいは、紙幣収納カセット３６にメモリ等の記憶部（図示
せず）が設けられており、当該紙幣収納カセット３６に収納されている紙幣の記番号に関
する情報がこの記憶部に書き込まれるようになっていてもよい。この場合には、補充用の
紙幣が収納されている紙幣収納カセット３６を他の装置に装填するときに、この他の装置
によって紙幣収納カセット３６に設けられた記憶部に記憶されている情報が読み取られる
ことにより、紙幣収納カセット３６に収納されている紙幣の記番号に関する情報が他の装
置において取得されるようになる。一方、警送会社の警備員等により回収されるべき紙幣
については、紙幣収納袋３４に収納させることにより、警送会社の警備員等は紙幣収納袋
３４ごと紙幣を回収することができるようになる。
【００６７】
　また、図３に示す紙幣処理機１０では、所定の分類条件が、所定の金額よりも高額であ
る高額紙幣と、所定の金額以下である低額紙幣とに分類分けするような条件である場合に
は、所定の金額よりも高額である高額紙幣であると制御部５０において判断された紙幣は
搬送部２４により紙幣収納袋３４に収納され、一方、所定の金額以下である低額紙幣であ
ると制御部５０において判断された紙幣は搬送部２４により紙幣収納カセット３６に収納
されるようになる。所定の金額以下である低額紙幣については、紙幣収納カセット３６に
収納することにより、紙幣処理機１０において紙幣の出金処理を行う際にこの紙幣収納カ
セット３６から釣銭としての低額紙幣を上部ユニット１４の搬送部２４に繰り出して投出
部２２に送ることができるようになり、操作者は投出部２２に集積された低額紙幣を店舗
に設けられた釣銭機等に釣銭として補充することができるようになる。または、ある紙幣
処理機１０から回収された、低額紙幣が収納されている紙幣収納カセット３６を別の紙幣
処理機１０に装填することにより、別の紙幣処理機１０において低額紙幣の補充を行うこ
とができるようになる。一方、所定の金額よりも高額である高額紙幣については、店舗に
設けられた釣銭機等に釣銭として補充するには適していないため、紙幣収納袋３４に収納
させることにより、警送会社の警備員等は紙幣収納袋３４ごと高額紙幣を回収することが
できるようになる。
【００６８】
　また、本実施の形態による紙幣処理機１０において下部ユニット１６に紙幣収納カセッ
ト３６が装着される場合、図４に示すような内部が複数の領域３６ｐ、３６ｑ、３６ｒに
区画された紙幣収納カセット３６が下部ユニット１６に装着されるようになっていてもよ
い。より詳細には、本実施の形態による紙幣処理機１０と、例えば店舗のバックオフィス
等に配置される貨幣出納機との間で紙幣収納カセット３６により紙幣の受け渡しが行われ
る場合には、紙幣収納カセット３６の内部を複数の領域３６ｐ、３６ｑ、３６ｒに分割し
ておくことにより、紙幣を複数の種類に分類した状態で紙幣処理機１０から貨幣出納機に
紙幣を運搬することができるようになる。より詳細には、本実施の形態による紙幣処理機
１０と、上記の貨幣出納機との間で紙幣収納カセット３６により紙幣の受け渡しが行われ
る際に、操作者はこの紙幣収納カセット３６の各領域３６ｐ、３６ｑ、３６ｒから紙幣を
取り出すことができないようになっており、このことにより防盗性を向上させることがで
きる。また、図４に示すように、紙幣収納カセット３６の内部が複数の領域３６ｐ、３６
ｑ、３６ｒに分割されている場合には、紙幣処理機１０の下部ユニット１６にこの紙幣収
納カセット３６が装着されると、当該紙幣処理機１０の上部ユニット１４の搬送部２４か
ら紙幣収納カセット３６の各領域３６ｐ、３６ｑ、３６ｒにそれぞれ紙幣を送ることがで
きるようになる。また、図４では図示していないが、紙幣収納カセット３６の各領域３６
ｐ、３６ｑ、３６ｒに紙幣繰出機構をそれぞれ設けた場合には、これらの各領域３６ｐ、
３６ｑ、３６ｒに収納されている紙幣を紙幣処理機１０の上部ユニット１４の搬送部２４
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に繰り出すことができるようになる。また、図４に示すような紙幣収納カセット３６が貨
幣出納機に装着されると、当該紙幣収納カセット３６の各領域３６ｐ、３６ｑ、３６ｒか
ら貨幣出納機の本体部分に紙幣を繰り出すことができるようになる。
【００６９】
　紙幣収納カセット３６の各領域３６ｐ、３６ｑ、３６ｒには、収納されるべき紙幣の種
類が予め割り当てられるようになっている。具体的には、領域３６ｐには、テープ券や落
書きのある紙幣、特定の識別番号が付された紙幣、特定の券種や金種の紙幣等、操作者が
目視にて確認したい紙幣が収納されるようになっている。また、領域３６ｑには、端が折
れた紙幣、ホッチキスやクリップ等が付けられた紙幣等、紙幣収納カセット３６が貨幣出
納機に装着されたときに当該紙幣収納カセット３６から貨幣出納機の本体部分に繰り出さ
れると詰まり等のエラーが発生しやすいような、操作者の確認を必要とする紙幣が収納さ
れるようになっている。また、領域３６ｒには、正常な紙幣が収納されるようになってい
る。領域３６ｐ、３６ｑ、３６ｒに上記の紙幣の種類がそれぞれ割り当てられているよう
な紙幣収納カセット３６が貨幣出納機に装着されると、領域３６ｒから貨幣出納機の本体
部分に繰り出された紙幣は当該貨幣出納機の収納部に収納されるが、領域３６ｐから貨幣
出納機の本体部分に繰り出された紙幣は当該貨幣出納機のリジェクト部（例えば、第１リ
ジェクト部）等に送られ、操作者はこれらのリジェクト部等から紙幣を取り出して目視に
て確認することができるようになる。また、図４における紙幣収納カセット３６が貨幣出
納機に装着されたときに当該紙幣収納カセット３６の領域３６ｑに紙幣が収納されている
場合には、当該領域３６ｑから貨幣出納機の本体部分に紙幣が繰り出されることはなく、
代わりに領域３６ｑに紙幣が収納されているという情報が音声ガイダンスや表示部におけ
るガイダンス表示等によって操作者に報知されるようになる。なお、他の態様では、貨幣
出納機に紙幣収納カセット３６が装着されたときに、領域３６ｑから貨幣出納機の本体部
分に紙幣が繰り出され、この繰り出された紙幣が、領域３６ｐから繰り出された紙幣が送
られるリジェクト部（具体的には、上記の第１リジェクト部）とは異なるリジェクト部（
例えば、第２リジェクト部）に送られるようになっていてもよい。
【００７０】
　図４に示すような紙幣収納カセット３６によれば、本実施の形態による紙幣処理機１０
と、上記の貨幣出納機との間で紙幣の受け渡しが行われる際に、紙幣処理機１０の上部ユ
ニット１４から紙幣収納カセット３６に紙幣を収納させる際に当該紙幣収納カセット３６
において紙幣の分類を行うことができるようになるため、貨幣出納機における後処理ごと
に紙幣を所定場所へ搬送することができ、また、貨幣出納機において紙幣の詰まり等のト
ラブルが発生することを抑制することができるようになる。
【００７１】
　また、本実施の形態による紙幣処理機１０では、上部ユニット１４に設けられた収納繰
出部３０を様々な用途に用いることができる。例えば、紙幣の入金処理が行われる際に、
投入部２０から筐体１２の内部に繰り出された紙幣が識別部２６により識別されたときに
、上述した所定の分類条件において紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６に割り当てら
れていない種類の紙幣が搬送部２４により収納繰出部３０に送られるようになっていても
よい。
【００７２】
　また、上述したように、紙幣の入金処理が行われる際に、識別部２６により識別された
紙幣が送られるべき紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６がフル状態またはニアフル状
態となっており、紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６に紙幣を収納させることができ
ない場合には、識別部２６により識別された紙幣は収納繰出部３０に送られ、当該収納繰
出部３０に収納されるようになっていてもよい。この場合、フル状態またはニアフル状態
となっている紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６が下部ユニット１６から取り外され
、空の紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６が下部ユニット１６に装着されると、記憶
部５４に記憶されている収納繰出部３０への紙幣の収納順序や当該収納繰出部３０に収納
されている紙幣の情報に基づいて、収納繰出部３０から紙幣が１枚ずつ搬送部２４に繰り
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出されて当該搬送部２４により紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６に送られるように
なる。このように、本実施の形態では、収納繰出部３０を、紙幣収納袋３４や紙幣収納カ
セット３６でオーバーフローとなる紙幣を一時的に収納させるオーバーフロー紙幣用の収
納部として用いることができる。
【００７３】
　また、収納繰出部３０の更に他の用途として、紙幣の入金処理が行われる際に、紙幣以
外の小切手や商品券等の紙葉類が投入部２０に投入された場合に当該紙葉類が識別部２６
により識別されるとこの紙葉類が搬送部２４により収納繰出部３０に送られるようになっ
ていてもよい。この場合は、収納繰出部３０は、紙幣以外の紙葉類を収納する現金外収納
部として用いられるようになる。
【００７４】
　また、操作者が操作表示部５２により制御部５０に対して紙幣の回収指令を与えると、
収納繰出部３０に収納されている紙幣が全て当該収納繰出部３０から１枚ずつ搬送部２４
に繰り出され、この繰り出された紙幣は当該搬送部２４により投出部２２に送られてこの
投出部２２に集積されるようになる。このことにより、操作者は投出部２２から出金紙幣
を筐体１２の外部に取り出して回収することができるようになる。
【００７５】
　また、収納繰出部３０の更に他の用途として、出金紙幣（例えば、予め指定された特定
の１つの金種の紙幣）を前もって収納繰出部３０に収納させておくようにしてもよい。こ
の場合には、本実施の形態による紙幣処理機１０において紙幣の出金処理を行うことがで
きるようになる。具体的には、操作者が出金金額とともに出金処理開始の指令を操作表示
部５２により制御部５０に入力すると、指定された出金金額分の紙幣が収納繰出部３０か
ら１枚ずつ搬送部２４に繰り出され、この繰り出された紙幣は当該搬送部２４により投出
部２２に送られてこの投出部２２に集積されるようになる。このことにより、操作者は投
出部２２から出金紙幣を筐体１２の外部に取り出すことができるようになる。
【００７６】
　また、収納繰出部３０の更に他の用途として、両替用の紙幣（例えば、予め指定された
特定の１つの金種の紙幣）を前もって収納繰出部３０に収納させておくようにしてもよい
。この場合には、本実施の形態による紙幣処理機１０において紙幣の両替処理を行うこと
ができるようになる。具体的には、操作者がある金種の紙幣を投入部２０により紙幣処理
機１０の筐体１２内に投入し、この投入された紙幣が紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット
３６に収納されると、紙幣処理機１０の筐体１２内に投入された紙幣の合計金額と同一の
金額であって金種が異なる紙幣が収納繰出部３０から１枚ずつ搬送部２４に繰り出され、
この繰り出された紙幣は当該搬送部２４により投出部２２に送られてこの投出部２２に集
積されるようになる。このことにより、操作者は投出部２２から両替紙幣を筐体１２の外
部に取り出すことができるようになる。
【００７７】
　なお、出金紙幣や両替紙幣を収納繰出部３０に前もって収納することにより本実施の形
態による紙幣処理機１０において紙幣の出金処理や両替処理を行うことができるようにな
っている場合には、当該紙幣処理機１０において紙幣の入金処理が行われる際に投入部２
０から筐体１２内に繰り出されて識別部２６により識別された紙幣のうち予め指定された
特定の金種の紙幣を出金紙幣用や両替紙幣用として搬送部２４により収納繰出部３０に送
るようにしてもよい。この場合には、操作者は収納繰出部３０に出金紙幣用や両替紙幣用
の紙幣を補充しなくても当該収納繰出部３０に出金紙幣用や両替紙幣用の紙幣を前もって
収納させることができるようになる。
【００７８】
　また、収納繰出部３０の更に他の用途として、当該収納繰出部３０を入金一時保留部と
して用いてもよい。このような紙幣処理機１０では、投入部２０に投入された紙幣が筐体
１２内に繰り出されて識別部２６により識別されたときに、正常な紙幣は搬送部２４によ
り収納繰出部３０に送られて当該収納繰出部３０で一時的に保留される。なお、正常な紙
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幣ではないと識別部２６により識別された紙幣や識別部２６により識別することができな
かった紙幣はリジェクト紙幣として搬送部２４により投出部２２に送られ、投出部２２に
集積されたリジェクト紙幣は操作者により筐体１２の外部に取り出されるようになる。そ
して、投入部２０に投入された紙幣が全て筐体１２内に繰り出されて収納繰出部３０また
は投出部２２に送られると、操作者は操作表示部５２により入金確定の指令を制御部５０
に与えることができるようになる。その後、入金確定の指令が制御部５０に与えられると
、収納繰出部３０から紙幣が搬送部２４に繰り出され、この繰り出された紙幣は所定の分
類条件に基づいて当該搬送部２４により紙幣収納袋３４または紙幣収納カセット３６に送
られるようになる。一方、入金確定の指令が制御部５０に与えられる代わりに返却の指令
が制御部５０に与えられると、収納繰出部３０から紙幣が搬送部２４に繰り出され、この
繰り出された紙幣は当該搬送部２４により投出部２２に送られ、投出部２２に集積された
返却紙幣は操作者により筐体１２の外部に取り出されるようになる。
【００７９】
　また、本実施の形態による紙幣処理機１０では、以下に示すような紙幣の計数処理を行
うことができるようになっていてもよく、このような紙幣の計数処理が行われる際に収納
繰出部３０が用いられるようになっていてもよい。具体的には、本実施の形態による紙幣
処理機１０において紙幣の計数処理を行う際に、投入部２０に投入された紙幣が紙幣繰出
機構２０ａにより筐体１２内に繰り出され、識別部２６により識別されると、正常な紙幣
であると判断された紙幣は投出部２２に送られる。一方、識別部２６による識別結果に基
づいて正常な紙幣ではないと判断された紙幣（リジェクト紙幣）については、投出部２２
にそのまま送って当該投出部２２に正常な紙幣と混合状態で集積させるか、あるいは収納
繰出部３０に一時的に収納させ、正常な紙幣が投出部２２から取り出された後に当該収納
繰出部３０からリジェクト紙幣を繰り出して投出部２２に送るかの設定を、操作者が例え
ば操作表示部５２により行うことができるようになる。
【００８０】
　また、本実施の形態による紙幣処理機１０において紙幣の計数処理を行う際に、特定の
金種の紙幣のみを計数するような特別計数モードを行うことができるようになっていても
よい。このような特別計数モードでは、投入部２０に投入された紙幣が紙幣繰出機構２０
ａにより筐体１２内に繰り出され、識別部２６により識別されると、正常な紙幣であると
判断された紙幣のうち予め設定された特定の金種の紙幣のみが投出部２２に送られる。そ
して、制御部５０において、識別部２６による識別結果に基づいて、正常な紙幣であると
判断された紙幣のうち予め設定された特定の金種の紙幣のみの計数が行われる。一方、識
別部２６による識別結果に基づいて正常な紙幣ではないと判断された紙幣（リジェクト紙
幣）や、正常な紙幣であると判断されたが特定の金種ではない紙幣については、収納繰出
部３０に一時的に収納させる。そして、正常かつ特定の金種の紙幣が投出部２２から取り
出された後に収納繰出部３０から残りの紙幣を繰り出して投出部２２に送るようにする。
【００８１】
　なお、本実施の形態では、制御部５０は、テープ式の収納繰出部３０に紙幣が収納され
る際に、当該収納繰出部３０に収納された紙幣に関する情報（例えば、紙幣の金種や記番
号等の情報）を、当該収納繰出部３０に収納される順番に紐付けて記憶部５４に記憶させ
るようになっていてもよい。この場合には、収納繰出部３０から紙幣が搬送部２４に繰り
出されて投出部２２や紙幣収納袋３４、紙幣収納カセット３６等に送られる際に、搬送部
２４に繰り出された紙幣に関する情報を特定することができるようになる。このため、制
御部５０は、対応する紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６がフル状態またはニアフル
状態である紙幣を収納繰出部３０に収納するとともに、紙幣収納袋３４や紙幣収納カセッ
ト３６のフル状態またはニアフル状態が解除されると収納繰出部３０から紙幣を１枚ずつ
搬送部２４に繰り出し、記憶部５４に記憶された上記の情報および所定の分類条件に基づ
いて、収納繰出部３０から繰り出された紙幣を対応する紙幣収納袋３４や紙幣収納カセッ
ト３６に収納させることができるようになる。
【００８２】
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　このように、本実施の形態による紙幣処理機１０では、収納繰出部３０を様々な用途に
用いることができるため、本実施の形態による紙幣処理機１０において紙幣の出金処理や
両替処理を実行可能としたり、あるいは紙幣の入金処理においてオーバーフロー紙幣や紙
幣以外の小切手や商品券等の紙葉類を収納繰出部３０に収納させたりすることができるよ
うになる。
【００８３】
　また、本実施の形態による紙幣処理機は、搬送部２４から２つの分岐搬送部２５がそれ
ぞれ分岐しているような態様のものに限定されることはない。本実施の形態では、図５乃
至図８に示すように、搬送部２４から３つの分岐搬送部２５がそれぞれ分岐しているよう
な紙幣処理機１０ａが用いられてもよい。このような紙幣処理機１０ａの構成の詳細につ
いて以下に説明する。なお、図５乃至図８に示す紙幣処理機１０ａの構成を説明するにあ
たり、図１乃至図３に示す紙幣処理機１０と同一の構成要素については同一の参照符号を
付してその説明を省略する。
【００８４】
　図５乃至図７に示す紙幣処理機１０ａでは、１つの収納部（具体的には、紙幣収納袋３
４）に対して、上部ユニット１４から下部ユニット１６への紙幣の入口が複数設けられて
いる。具体的には、図５に示すような態様では、上部ユニット１４から下部ユニット１６
への複数（図５に示す例では３つ）の入口をまたぐよう、１つの大きな開口が設けられた
紙幣収納袋３４が装着部３２に装着させられるようになっている。このような態様では、
上部ユニット１４において搬送部２４から各分岐搬送部２５に分岐させられた紙幣は、ど
の分岐搬送部２５に送られた紙幣でも全て同一の紙幣収納袋３４に収納されるようになる
。このような紙幣処理機１０ａによれば、紙幣収納袋３４に紙幣が収納された後、操作者
は下部ユニット１６を筐体１２の前面から前方に引き出すことによって、紙幣が収納され
た紙幣収納袋３４を装着部３２から取り外して回収することができるようになる。ここで
、図５に示す紙幣処理機１０ａでは、搬送部２４から各分岐搬送部２５に紙幣を順番に分
岐させることにより、紙幣収納袋３４内に紙幣を均等に収納させることができる。また、
紙幣が収納された紙幣収納袋３４を装着部３２から取り外して回収する際に、当該紙幣収
納袋３４の開口がヒートシールにより封止されるようになっていてもよく、あるいは紙幣
収納袋３４として布袋が装着部３２に装着されるようになっていてもよい。
【００８５】
　また、図６に示すような態様では、装着部３２に装着される紙幣収納袋３４ｍには、上
部ユニット１４から下部ユニット１６への複数の入口の各々に対応して複数（図６に示す
例では３つ）の開口３４ｎが設けられている。このような態様では、上部ユニット１４に
おいて搬送部２４から各分岐搬送部２５に分岐させられた紙幣は、当該分岐搬送部２５に
対応する開口３４ｎを介して紙幣収納袋３４ｍに収納されるようになる。なお、図５に示
す態様と同じく、図６に示す態様では、上部ユニット１４において搬送部２４から各分岐
搬送部２５に分岐させられた紙幣は、どの分岐搬送部２５に送られた紙幣でも全て同一の
紙幣収納袋３４ｍに収納されるようになる。また、図６に示すような態様では、紙幣収納
袋３４ｍの各開口３４ｎに対応して複数の保持部材３２ａが設けられており、複数の保持
部材３２ａの各々により各開口３４ｎがヒートシールされるようになっている。このよう
な紙幣処理機１０ａでも、紙幣収納袋３４ｍに紙幣が収納された後、操作者は下部ユニッ
ト１６を筐体１２の前面から前方に引き出すことによって、紙幣が収納された紙幣収納袋
３４を装着部３２から取り外して回収することができるようになる。
【００８６】
　また、図７に示すような態様では、図６に示すような複数の開口３４ｎが設けられた紙
幣収納袋３４ｍにおいて、その内部が仕切り部材３４ｐにより複数の領域に区画されてい
る。より詳細には、紙幣収納袋３４ｍに設けられた複数の開口３４ｎの各々に対応する複
数の領域が形成されるよう、当該紙幣収納袋３４ｍの内部は仕切り部材３４ｐにより仕切
られており、このことにより、ある開口３４ｎを介して紙幣収納袋３４ｍに収納された紙
幣は、仕切り部材３４ｐにより仕切られた複数の領域のうち当該開口３４ｎに対応する領



(19) JP 2016-146141 A 2016.8.12

10

20

30

40

50

域に収納されるようになる。図７に示すような態様では、上部ユニット１４において搬送
部２４から各分岐搬送部２５に分岐させられた紙幣は、当該分岐搬送部２５に対応する開
口３４ｎを介して紙幣収納袋３４ｍの各領域に分類分けされた状態で収納されるようにな
る。また、図７に示すような態様でも、紙幣収納袋３４ｍの各開口３４ｎに対応して複数
の保持部材３２ａが設けられており、複数の保持部材３２ａの各々により各開口３４ｎが
ヒートシールされるようになっている。また、このような紙幣処理機１０ａでも、紙幣収
納袋３４ｍに紙幣が収納された後、操作者は下部ユニット１６を筐体１２の前面から前方
に引き出すことによって、紙幣が収納された紙幣収納袋３４を装着部３２から取り外して
回収することができるようになる。
【００８７】
　図５乃至図７に示すような態様によれば、上部ユニット１４から下部ユニット１６への
複数（具体的には、３つ）の入口に対して下部ユニット１６に１つの紙幣収納袋３４、３
４ｍが設けられるようになるため、当該紙幣収納袋３４、３４ｍの紙幣の収納量を増やす
ことができる。また、１つの紙幣収納袋３４、３４ｍに対して当該紙幣収納袋３４、３４
ｍに紙幣を送る際の入口が複数設けられているため、紙幣収納袋３４、３４ｍに収納され
た紙幣が当該紙幣収納袋３４、３４ｍ内で散らばりやすく、紙幣収納袋３４、３４ｍの内
部に紙幣をまんべんなく収納させることができる。また、紙幣収納袋３４、３４ｍの紙幣
の収納量を増やすことができるため、使用される紙幣収納袋３４、３４ｍの数を減らすこ
とができる。ここで、紙幣収納袋３４、３４ｍの使用数に応じて当該紙幣収納袋３４、３
４ｍの回収の際の保険の金額が設定される場合、使用される紙幣収納袋３４、３４ｍの数
を減らすことにより保険の金額も低減することができる。また、図５乃至図７に示すよう
な紙幣処理機１０ａでも、上部ユニット１４から下部ユニット１６への複数（具体的には
、３つ）の入口に対応して、サイズが比較的小さい複数の紙幣収納袋３４を取り付けるこ
とができるようになっている。このように、図５乃至図７に示すような紙幣処理機１０ａ
では、紙幣収納袋３４、３４ｍの大容量を優先させたいという要望や複数の紙幣収納袋３
４に紙幣を金種別に収納させたいという要望にそれぞれ応えることができるため、当該紙
幣処理機１０ａが設置される店舗における現金処理や紙幣の回収業務の実態に応じた効率
的な運用が可能となる。
【００８８】
　また、搬送部２４から３つの分岐搬送部２５がそれぞれ分岐しているような紙幣処理機
１０ａにおいて、図８に示すように、下部ユニット１６に２つの紙幣収納カセット３６が
装着されるようになっていてもよい。このような図８に示す態様では、上部ユニット１４
から下部ユニット１６への入口の数（具体的には、３つ）よりも少ない数の紙幣収納カセ
ット３６が下部ユニット１６に装着されるようになる。この場合には、上部ユニット１４
から下部ユニット１６への入口の数と同数の紙幣収納カセット３６を下部ユニット１６に
装着する場合と比較して、紙幣収納カセット３６の紙幣の収納量を増やすことができる。
また、紙幣収納カセット３６の紙幣の収納量を増やすことができると、使用される紙幣収
納カセット３６の数を減らすことができる。ここで、紙幣収納カセット３６の使用数に応
じて当該紙幣収納カセット３６の回収の際の保険の金額が設定される場合、使用される紙
幣収納カセット３６の数を減らすことにより保険の金額も低減することができる。
【００８９】
　また、図８に示すような紙幣処理機１０ａでは、各紙幣収納カセット３６において、所
定枚数の紙幣が収納される度に、当該紙幣収納カセット３６に収納されている紙幣をステ
ージ３６ｍにより集積方向（すなわち、図８における上下方向）に圧縮することができる
ようになっている。具体的には、紙幣収納カセット３６においてステージ３６ｍ上に複数
の紙幣が積層状態で集積されているときに、当該ステージ３６ｍが上昇することにより、
ステージ３６ｍ上の複数の紙幣は、紙幣収納カセット３６の内壁の天井部分とステージ３
６ｍとの間で上下から挟圧されることにより圧縮される。このことにより、紙幣収納カセ
ット３６内でステージ３６ｍ上に集積された複数の紙幣が膨らんでいる場合でも、このよ
うな圧縮処理を行うことにより紙幣の膨らみを解消することができ、このことによってよ
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り多くの紙幣を紙幣収納カセット３６内に収納させることができるようになる。
【００９０】
　ここで、図８に示すような紙幣処理機１０ａでは２つの紙幣収納カセット３６が下部ユ
ニット１６に装着されているが、２つの紙幣収納カセット３６に対して同一の金種が割り
当てられている場合には、紙幣の入金処理が行われる際に、一方の紙幣収納カセット３６
（例えば、左側の紙幣収納カセット３６）における紙幣の収納枚数が所定の枚数に到達し
、この紙幣収納カセット３６で収納紙幣の圧縮処理が行われている間に、投入部２０から
筐体１２内に繰り出されて識別部２６により識別された紙幣が搬送部２４により他方の紙
幣収納カセット３６（例えば、右側の紙幣収納カセット３６）に送られるようになってい
る。そして、一方の紙幣収納カセット３６（例えば、左側の紙幣収納カセット３６）にお
いて上記の圧縮処理が終了したタイミング、または一方の紙幣収納カセット３６において
上記の圧縮処理が終了した後に他方の紙幣収納カセット３６（例えば、右側の紙幣収納カ
セット３６）において上記の圧縮処理を開始するタイミングで、投入部２０から筐体１２
内に繰り出されて識別部２６により識別された紙幣が送られる箇所が一方の紙幣収納カセ
ット３６（例えば、左側の紙幣収納カセット３６）に切り替えられるようになっている。
このような紙幣処理機１０ａによれば、紙幣の入金処理を途中で停止させることなく各紙
幣収納カセット３６において紙幣の圧縮処理を順番に行うことができるようになるため、
紙幣の入金処理にかかる時間を短縮することができる。具体的には、従来技術では、紙幣
収納カセットにおいて上記の圧縮処理を行う際に、投入部から筐体内への紙幣の繰り出し
動作を一旦停止させて当該紙幣収納カセットに紙幣が送られないようにしていたが、この
ような方法では紙幣の入金処理が一旦停止してしまうため紙幣の入金処理が完了するまで
の時間も長くなってしまう。また、操作者は紙幣処理機において紙幣収納カセットで紙幣
の圧縮処理が行われていることを知ることができないため、紙幣の圧縮処理が行われる間
に入金処理が一旦停止してしまうとストレスを感じることがある。これに対し、本実施の
形態による紙幣処理機１０ａでは、一方の紙幣収納カセット３６において紙幣の圧縮処理
を行う間、投入部２０から筐体１２内に繰り出されて識別部２６により識別された紙幣を
他方の紙幣収納カセット３６に送るようにしているため、紙幣の入金処理を一旦停止させ
る必要がなく、よって紙幣の入金処理が完了するまでの時間を短くすることができる。ま
た、本実施の形態では紙幣の圧縮処理が行われる間も入金処理が一旦停止することがない
ため、操作者はストレスを感じることがない。
【００９１】
　また、本実施の形態による紙幣処理機１０、１０ａでは、制御部５０は、上部ユニット
１４の搬送部２４から下部ユニット１６に送られる紙幣を各収納部（具体的には、紙幣収
納袋３４や紙幣収納カセット３６）に振り分ける際に、所定の切替条件が満たされると、
上部ユニット１４の搬送部２４から下部ユニット１６に送られる紙幣を全て予め指定され
た特定の収納部に混合状態で収納させるよう制御を行うようになっている。具体的には、
本実施の形態による紙幣処理機１０、１０ａにおける紙幣の入金処理において、上部ユニ
ット１４の搬送部２４から金種毎に紙幣が分岐搬送部２５に分岐して紙幣収納袋３４や紙
幣収納カセット３６に送られるようになっている場合には、予め指定された特定の金種の
紙幣の入金枚数が予め指定された設定枚数を超えると、当該特定の金種の紙幣が収納され
るべき紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６以外の、予め指定された特定の紙幣収納袋
３４や紙幣収納カセット３６に紙幣が混合状態で収納されるようになっている。あるいは
、ある紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６がフル状態またはニアフル状態となると、
それ以外の予め指定された特定の紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６に紙幣が混合状
態で収納されるようになっていてもよい。従来技術では、紙幣処理機において紙幣の入金
処理が行われる際に、ある特定の金種の紙幣の入金枚数が多い場合には、金種毎に紙幣を
各収納部に振り分けるようにしていると、この特定の金種以外の金種の紙幣が収納される
べき収納部はなかなかフル状態やニアフル状態にはならないにもかかわらず、特定の金種
の紙幣が収納されるべき収納部はすぐにフル状態やニアフル状態になってしまうため、入
金処理を一旦停止させて下部ユニットを筐体の前面から手前側に引き出して当該収納部か
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ら紙幣を回収する必要があり、効率が悪くなってしまうという問題がある。これに対し、
本実施の形態による紙幣処理機１０、１０ａでは、紙幣の入金処理が行われる際に、ある
特定の金種の紙幣の入金枚数が多い場合には、上述した所定の切替条件が満たされると、
それ以外の収納部に当該金種の紙幣も収納させることができるため、入金処理を一旦停止
させるまでの時間を長くすることができ、よって紙幣の処理効率を向上させることができ
る。
【００９２】
　また、制御部５０は、上部ユニット１４の搬送部２４から下部ユニット１６に送られる
紙幣を全て予め指定された特定の収納部（具体的には、紙幣収納袋３４や紙幣収納カセッ
ト３６）に混合状態で収納させるよう制御を行っているときに、所定のタイミングになる
と、予め指定された特定の収納部以外の収納部への紙幣の収納を可能とするよう制御を行
うようになっている。具体的には、例えば本実施の形態による紙幣処理機１０、１０ａに
おいて締め処理が行われる１時間前に、制御部５０は予め指定された特定の収納部以外の
収納部への紙幣の収納を可能とするよう制御を行うようになっていてもよい。このことに
より、全ての紙幣が混合状態で送られる特定の収納部がフル状態やニアフル状態になって
しまうまでの時間を長くすることができるため、警送会社の警備員等が紙幣処理機１０、
１０ａの下部ユニット１６から紙幣収納袋３４や紙幣収納カセット３６等の収納部を回収
する頻度を少なくすることができる。
【００９３】
　また、本発明による紙幣処理機では、３つ以上の紙幣収納袋または３つ以上の紙幣収納
カセットが下部ユニット内に装着されるようになっていてもよい。この場合には、例えば
２つの紙幣収納袋または例えば２つの紙幣収納カセットについては、上記の所定の分類条
件に基づいて紙幣が振り分けられて収納されるが、残りの紙幣収納袋または紙幣収納カセ
ットについては上記の所定の分類条件における各条件に適合する紙幣が混合状態で収納さ
れるようになる。具体的には、上記の所定の分類条件に基づいて紙幣が振り分けられて収
納される紙幣収納袋や紙幣収納カセットがフル状態またはニアフル状態となりこれらの紙
幣収納袋や紙幣収納カセットに紙幣を収納することができなくなった場合には、当該紙幣
はオーバーフロー紙幣として残りの紙幣収納袋または紙幣収納カセットに混合状態で収納
されるようになる。
【００９４】
　なお、本発明による紙葉類処理機は、上述した、紙幣の入金処理や出金処理、両替処理
等の様々な処理を行う紙幣処理機１０、１０ａに限定されることはない。本発明による紙
葉類処理機として、紙幣以外の小切手、商品券等の紙葉類の入金処理や出金処理等の様々
な処理を行うことができるものが用いられてもよい。
【符号の説明】
【００９５】
１０、１０ａ　紙幣処理機
１２　　筐体
１４　　上部ユニット
１６　　下部ユニット
２０　　投入部
２０ａ　紙幣繰出機構
２２　　投出部
２２ａ　羽根車
２２ｂ　羽根車駆動部
２４　　搬送部
２５　　分岐搬送部
２６　　識別部
３０　　収納繰出部
３０ａ　ドラム
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３１　　テープ
３２　　装着部
３２ａ　保持部材
３４、３４ｍ　紙幣収納袋
３４ｎ　開口
３４ｐ　仕切り部材
３６　　紙幣収納カセット
３６ａ　紙幣繰出機構
３６ｂ　搬送路
３６ｍ　ステージ
３６ｐ、３６ｑ、３６ｒ　領域
５０　　制御部
５２　　操作表示部
５４　　記憶部
５６　　印字部
５８　　通信インターフェース部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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